
次世代育成支援対策及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

医療法人ハイネスライフ 

（朝日ながの病院） 

 

職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい雇用環境をつくることによっ

て、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次の行動計画を策定する。 

 

１ 計画期間 令和４年１月１日～令和８年１２月３１日までの５年間 

２ 内容  

  目標１ 働き方改革による年次有給休暇の年５日以上の取得を確実に履行した上で、有給休暇の

取得については、意識の向上と啓発に努めてきた結果、令和２年度は、取得日数・平均１

５．０日、取得率・平均８９．６％となり、令和元年度（取得日数・平均１４．９日、取

得率・平均９１．８％）をやや下回って、取得率９０％を切ったが、今後も、さらに有給

休暇の取得を推進し、継続的に有給休暇取得率90％以上の水準を維持する。 

＜対策＞ 

令和４年１月～ 所属ごと職員個別に取得状況の把握を常に行い、計画的な取得に向けて、 

取得意識の向上と監督者への定期的な啓発を図るとともに取得を推進す 

る。 

 

目標２ 女性職員の育児休業取得率１００％を維持するとともに、小学校就学前まで利用できる 

   育児短時間勤務制度、職場復帰研修などにより女性職員が安心して出産・育児・介護復帰 

   ができ長期就業ができる環境を整備する。 

＜対策＞ 

令和４年１月～ ２歳まで取得できる育児休業制度、小学校就学前まで利用できる短時間 

勤務制度等の周知を図る。 



令和４年度～  仕事と家庭両立支援のほか、職場復帰後の研修、サポート体制の構築な 

       どにより長期就業に繋げる。 

 

目標３ 平成３０年度から時間外勤務時間の縮減に関する取組み施策を所属ごとに徹底した結

果、令和２年度職員１人当たり月平均２．２時間まで大幅に削減し、縮減の目標は、ほぼ 

達成できたが、月平均１０時間を超える職員も未だに散見することから、月平均１０時間

を超える職員をゼロにする取組みを行う。 

＜対策＞  

令和４年１月～ 所属ごとに時間外勤務の把握・分析をする。 

令和４年度～  必要最小限の時間外勤務となるよう、また一部の職員に業務が偏らない 

よう業務分担を見直すとともに、安易に残業するという意識がある場合に 

は、それを改善するための意識啓発等の取組みを行う。 

 

３ 女性の活躍に関する情報公開 

（１）女性職員について〈令和３年１２月１日現在〉 

・職員数１４９名   

男性２６名／女性１２３名（女性の割合 ８２．６%） 

・役職者に占める女性の割合 

役員（理事４名中女性２名）  ５０．０％ 

課長以上（５名中女性２名）  ４０．０％ 

係長・次長（８名中女性５名） ６２．５% 

主任（７名中女性５名）    ７１．４% 

 

（２）女性の職員採用について（令和元年４月１日～令和３年３月３１日） 

・職員採用人数  ４５名 

・女性採用人数  ３６名 



・採用者の女性の割合  ８０．０％ 

・女性正職員の採用数  ２８名 

 

（３）平均勤続年数（令和３年１２月３１日現在） 

・女性職員    ５年９か月 

・男性職員    ６年７か月 

 

（４）女性の育児休業取得率（令和３年１２月３１日現在） 

１００% 

 


